
検討会の設立趣意書・規約・名簿について



国道３１号等 呉駅交通ターミナル整備事業計画検討会

設立趣意書

呉市においては、人口減少・高齢化が進行する中で、利用者の減少等

による公共交通の維持や、平成３０年７月豪雨災害による幹線道路及び

ＪＲ呉線等の被害を教訓とする交通基盤の強靱化が課題となっている

ほか、呉駅周辺地域においては、「自動車・バス・歩行者など複数モード

の輻輳」「公共交通拠点へのアクセス性が悪い」「バス停・港・鉄道駅の

低い連結性」「災害時の受入空間設備の不足」などの課題を抱えており、

駅や周辺施設利用者の利便性・快適性が損なわれている。

また、呉市において、呉駅周辺の基盤整備・まちづくりに向けて、検

討を進めており、今年４月に「呉駅周辺地域総合開発基本計画」を策定

したところである。

そこで、「呉駅周辺地域総合開発基本計画」を踏まえ、関係者とともに

専門的・学術的見地から幅広い意見交換を行い、呉駅交通ターミナル整

備の事業計画のとりまとめに向けて検討を進め、導入する機能の具体化

を図ることを目的として、本検討会を設立するものである。
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国道３１号等 呉駅交通ターミナル整備事業計画検討会 規約

（名称）

第１条 本会は、「国道３１号等 呉駅交通ターミナル整備事業計画検討会」（以下、「検討会」という。）と

称する。

（目的）

第２条 検討会は、「呉駅周辺地域総合開発基本計画」をふまえ、事業計画策定に向け、計画の具体化を図

ることを目的とする。

（審議事項）

第３条 検討会は、第２条の目的を達成するため、以下の事項について検討を行う。

（１） 事業計画に係る検討

（２） その他、第２条の目的を達成するために必要な事項

（組 織）

第４条 検討会は、第２条の目的を達成するため、各有識者、各行政機関、各民間をもって組織し、委員

の構成は別紙のとおりとする。

２.委員の追加・変更は、検討会の承認を要するものとする。
３.委員は、やむを得ない事情により検討会に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
４.委員の任期は、事業計画の策定が完了するまでとする。

（座 長）

第５条 検討会には、座長を置き、委員の互選をもって充てる。

２.座長が職務を遂行出来ない場合は、予め座長が指名する委員がその職務を代理する。
３.座長は、必要に応じて委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。
４.座長は、やむを得ない事由により検討会の会議の開催が困難な場合においては、資料等を委員、当該
議事に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴し、それをもって検討会の開催に代えることがで

きる。

（検討会の運営）

第６条 検討会は、第３条に規定する事項を検討するため、必要に応じ、事務局が招集する。

２.検討会は、運営にあたり必要な資料等を委員に求めることができる。



2 

（守秘義務）

第７条 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。また、その職を

退いた後も同様とする。

（検討会の公開）

第８条 この検討会の審議は非公開で行うものとする。なお、公開の必要がある場合には、検討会の承認

をもって行うものとする。

（検討会資料の公表）

第９条 検討会における資料については、検討会終了後、公表するものとする。

（事務局）

第 10 条 検討会の運営に係わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。
２.事務局は、広島国道事務所計画課及び呉市都市部呉駅周辺事業推進室に置くものとする。

（その他）

第 11 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度、審議して定めるものとする。また、本
規約の改正等は、検討会の審議を経て行うことができるものとする。

附 則

この規約は、令和２年９月８日より適用する。



別紙

国道３１号等 呉駅交通ターミナル整備事業計画検討会 

委員名簿 

氏 名 所属・役職等 

○ 羽藤
はと う

 英二
えい じ 東京大学大学院工学系研究科教授 

塚
つか

井
い

 誠人
まこ と 広島大学大学院工学研究科准教授 

神田
かん だ

 佑
ゆう

亮
すけ 呉工業高等専門学校教授 

鈴木
すず き

 克宗
かつむね 一般財団法人道路新産業開発機構理事 

山本
やまもと

 直人
なお と 西日本旅客鉄道株式会社広島支社企画課長 

沖
おき

口
ぐち

 武司
たけ し 広島電鉄株式会社バス事業本部呉輸送営業部長 

火
ひ

岡
おか

 潤
じゅん

哉
や 一般社団法人広島県タクシー協会呉支部長 

河合
かわ い

 智
とも

明
あき 独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長 

松浦
まつうら

 利之
としゆき 国土交通省中国地方整備局道路部長 

村上
むらかみ

 威夫
たけ お 国土交通省中国地方整備局建政部長 

荻野
おぎ の

 宏之
ひろゆき 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所長 

來山
きたやま

 哲
てつ

広島県地域政策局総括官（地域振興） 

古川
ふるかわ

 信
のぶ

博
ひろ 広島県土木建築局総括官（土木整備）  

的場
まと ば

 弘明
ひろあき 広島県土木建築局総括官（建築技術）  

山
やま

田谷
だ や

 清
きよし 広島県警察本部交通部長 

大木
おお き

 晋
すすむ 広島県呉警察署長

濱里
はまさと

 要
かなめ 呉市副市長              

   （○座長）（敬称略）


